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はじめに

欧州連邦の建設を究極の目的として始まったヨーロッパ統合は、政策領域を広げ、統合に関わる主

体も多様化させながら進展してきた。そんな中で、加盟国の下位国家主体1）が果たすべき役割を重視

する「地域のヨーロッパ」（EuropeofRegions）が叫ばれるようになって久しい。それを具現化す

るかたちでマーストリヒト条約によって設置された「地域委員会」（CommitteeoftheRegions）が

1994年に活動を開始して、2009年に15年を迎えた。この間ヨーロッパにおいてはEUの枠組みの

中でも外でも地域、地方自治体などのいわゆる下位国家主体が自らの領域内を対象に行われる施策に

ついて、政策の立案から実施に至るまでより積極的な関与をみせるようになった。
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「地域」とはそもそも全体に対するある部分をさすにすぎず、文脈によって、すなわち全体が何か

によって部分となる地域も意味するところは様々である。ここで扱う「地域委員会」の地域とは、

EU加盟国の一部である地域・地方の行政単位を意味していて、実際のメンバーも加盟国の制度によっ

て、連邦構成主体である地域や共同体、州から、複数の県が集まった地域、そして市町村に至るまで

幅広い。

EUの「地域」あるいは地域政策に関する研究は、この間一定の蓄積をみている。その中心となる

のはEU域内の個別の地域をとりあげ、EU統合が進むなかで各地域がいかなる影響を受けたかとい

う関心に基づくもの、なかでも国境を挟んだ地域間協力（越境地域協力：INTERREG）の事例を扱っ

たものである2）。また拡大に伴う域内の格差の広がりについて、地域間格差の視点で注目し、予算配

分をめぐる問題として分析する研究もみられた3）。しかしながら、比重を増してきた地域政策や地域

委員会の活動によって、EU統合における「地域」のレベルの地位がどのように影響を受けたのか、

そしてEUの政策決定の構造にいかなる変化をもたらしたのかについて焦点を当てたものは余りない。

本論文では、EUにおいて加盟国の下位国家主体への権限付与がいかに進展し、政策決定における

関与が増加したのか。そしていわゆる多層統治といわれる、超国家レベル、加盟国レベル、下位国家

レベルによる複合的な統治がどの程度機能しているのかを検証することを目的とする。その中にあっ

て、とりわけ、設立15年を迎えたEU「地域委員会」が果たした役割に注目するものである。

１．ヨーロッパにおける分権化：「補完性原則」の定着

ヨーロッパにおいて下位国家主体に一定の権限を付与しようという傾向には、いくつかの潮流があ

るが、統合ヨーロッパの政策決定プロセスにおいて加盟国内の下位主体に適切な関与をもたらすきっ

かけになったという点では、マーストリヒト条約において初めて明文化された「補完性原則」（the

principleofsubsidiarity）4）の重要性は大きい。

マーストリヒト条約において「……共同体の排他的権限に属さない領域においては、補完性原則に

従い、提案された行動の目的が加盟国によっては十分に達成されず、そこで当該行動の規模もしくは

その効果を鑑みて、共同体が行う方がよりよく実現される場合にのみ、共同体は行動する……」5）と

いうかたちで明文化された原則は、共同体と加盟国の間での権限が競合する場合において、目的遂行

のためにより適切なレベルでの実施を規定しているものとして解釈されるが、本来自助の精神に基づ

くこの原則に沿うように、より個人に近いレベル、より下位のレベルでの実行を促すものとして徐々

に下位国家主体のレベルをも含むかたちで理解されるようになっていく。本章ではヨーロッパ地域に

おいて下位国家主体への権限が強化されていく歴史的経緯を中心に検証する。
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� ヨーロッパにおける「地域」への眼差し

ヨーロッパレベルでの下位国家主体間の連携は1950年代にはすでに地方自治体間の相互協力とい

うかたちを中心に形成されていた。例えば1951年設立の欧州市町村地域審議会（CEMR:Council

forEuropeanMunicipalitiesandRegions）や、1971年の欧州国境地域連合（Associationof

EuropeanBorderRegions）など、国境周辺の自治体間を中心に交流が行われ、地域を主体として

の動きが頻繁に見られるようになっていた6）。1984年には欧州地域会議（AssemblyofEuropean

Regions:AER）が組織され、ヨーロッパ地域における分権化主体間の連携と、ヨーロッパレベルに

おける権限強化を主張する強力な働きかけが行われるようになっていった。

また、ヨーロッパの人権と民主主義の擁護を主たるテーマとし、EUとも緊密な連携関係にある欧

州審議会（CouncilofEurope）は、「欧州地方自治憲章」（EuropeanCharterofLocalSelf-

Government）を1985年に制定している。ここでは、「公的な責務は一般に、市民に最も身近な地

方自治体が優先的に履行する」7）とされるなど、補完性原則に基づき、民主主義的な統治という観点

から地方自治体の行為主体としての役割の重要性を明確にしている。

一方で、統合ヨーロッパの拡大に伴う域内の社会的・経済的不均衡という現実に直面したことも関

わっている。1975年の第一次拡大を契機に、域内の格差是正を目指し、後進地域の開発や衰退工業

地域の構造転換、農村開発などを積極的に行うことが重要な政策上の課題となってきたためである。

「構造基金」や「欧州地域開発基金」（ERDF:EuropeanRegionalDevelopmentFund）を通して、

「経済的・社会的結束」（EconomicandSocialCohesion）を実現することが「単一欧州議定書」

（SingleEuropeanAct）そしてマーストリヒト条約において重要なテーマとされた。実際、この分

野にあてられた予算の規模も飛躍的に拡大し、1999年にはEU予算の約36％に達し、40％余りを

占める共通農業政策に次ぐ予算規模となった8）。

地域政策が重要な政策課題となるに従って、その実施における地域の声を反映することは効果的な

政策実施において必要不可欠となり、たとえば「パートナーシップ原則」9）の導入にみられるような

欧州委員会、加盟国政府、下位国家主体政府が協議して地域政策の運営にあたることが規定されるな

ど、自らの問題に関わる地域の発言力や政策決定への関与は当然高まることになった。

このようにヨーロッパレベルでの下位国家主体を重要視する流れは、民主主義的な統治という志向

に基づく、より市民に近いレベルの関与という潮流と、統合の拡大による域内格差を軽減するために

地域政策の重要性が増したことにともなう、現実的な対応という二つの流れが合流するかたちで進ん

だと捉えることができる。

� 加盟国内の分権化

ヨーロッパレベルでの下位国家主体への権限付与の動きは、当然のことながら各加盟国内での分権
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化との相互作用として推移した。勿論、加盟国によって国内制度のあり方は様々であり、分権化の程

度は幅広い。ドイツやベルギーのように非常に分権度の高い連邦制をとっている国から、かなり集権

度の高いルクセンブルグやギリシアのような国まで幅広いし、そもそも分権度の指標を何にするか

（立法権や行政権、財政など）によっても位置づけは異なってくる。

しかしながらEU加盟国の多くにおいて、程度の差はあれ、集権化から分権化の方向へと向かって

いることは確かである10）。ヨーロッパ全体としての分権化の波と、その結果力をつけた下位国家主体

がさらなる強化にむけて動くことが相乗効果となって、ヨーロッパにおける各加盟国内の分権化傾向

は揺るぎないものとなってきた。さらにいえば、先述の地域政策の重要性が増すなかで、下位国家主

体のヨーロッパレベルにおける関与の可能性が高まったこと自体が、その受け皿として適切な規模と

力をもった主体を必要とさせることに繋がり、ヨーロッパ統合に対応する地域の創出、すなわち「地

域のヨーロッパ化」ともいえる動きをもたらした。

加えて、マーストリヒト条約における閣僚理事会への出席要件の変化が大きく影響を及ぼしている。

マーストリヒト条約の作成にあたって、連邦制をとるドイツやベルギーの連邦構成主体の代表（ラン

ト、地域、共同体）は権限をもつ事項に関わる閣僚理事会においては中央政府レベルの代表に限らず、

構成体政府の閣僚の参加を求めたのである。結果、ローマ条約第146条はマーストリヒト条約にお

いて、「理事会は、各構成体政府を代表する権限を与えられた閣僚級の代表により構成される」とい

う文言に修正された。具体的には、たとえば教育に関する閣僚理事会については、ベルギーは３つの

共同体の専管事項となっている（中央政府には担当閣僚は存在しない）ため、各共同体がローテーショ

ンでEUの閣僚理事会に出席することになるわけである。一方で、閣僚理事会においてはたとえ中央

レベルの出席者でないにしてもあくまでも加盟国代表としての立場が要求されるため、加盟国内での

意見調整と協力が不可欠となる11）。

加盟国内の制度に対応するための変化は、全体としてみれば小さなものではあるが、従来加盟国政

府の代表が会する、EUの中でもまさに政府間主義の強い閣僚理事会に、下位国家主体が出席するイ

ンパクトは大きかったし、先述の地域の発言力の強まりとは全く別の文脈ながら、結果的にEUにお

ける分権化主体の権限強化を強く印象づけるという点では画期的な変化であったとされる12）。

２．下位国家主体の権限強化と地域委員会

補完性原則を基盤とするヨーロッパレベルでの下位国家主体の発言力の強まりと、並行して進む加

盟国内での分権化の進展は、EUにおいて政策決定に地域が関与するチャンネルを設ける必要性とし

て認識されていく。本章ではEUのサブナショナルなレベルの代表からなる「地域委員会」創設の背

景とその役割について考察する13）。
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� 地域委員会の設立とその役割

1980年代は、オイルショック以後の経済不況を克服するために、世界での競争を見据えた市場統

合の実現が優先された時期であった。背景には経済のグローバル化・欧州化に伴って国家主権の絶対

性が揺いできたことや、ネオ・リベラリズムによる小さい政府の志向がある。この時期にドロール欧

州委員会委員長の主導で進められた市場統合に向けての改革は、従来に比べると連邦主義的な傾向の

強いものであった。とりわけ、地域政策改革（1988年）においては、下位国家主体の発言力の強化

という点において、重要なステップが積み重ねられた。具体的には、地域開発基金の再編・強化、パー

トナーシップ原則の導入、そして地域委員会の前身となる地方自治体諮問委員会（Consultative

CouncilofRegionalandLocalAuthorities）の設置であった。

地方自治体諮問委員会の設置理由として、設置を提案した当時の地域政策担当委員は次のように述

べている。「EU加盟国の全市民が日常生活の中で、EUが行う政策決定の意味を理解できるような措

置が必要である。さらに、市民が自らの具体的経験をEUの政策審議過程に反映することができれば、

彼らは責任の一部を直接共有することができる。こうして欧州への信頼は強化されよう。このために、

地方自治体諮問委員会創設は重要な一歩となる」14）。このように、EUにおける地域・地方自治体の

関与を強めようという動きは、下位国家主体を通じてEUの政策決定をより市民に近いところに置く

ことで、政策決定について市民のEUへの理解を深めることを目的としていた。

さらに、1984年設立の欧州地域会議（AER）も影響力を発揮し、マーストリヒト条約の起草過程

で地域委員会設立に向けて強力なロビー活動を行った15）。加えて、ドイツをはじめとする分権化の進

んだ加盟国の強い後押し、そして欧州議会の積極的支援を背景に欧州委員会は地域委員会設立に尽力

した。いわゆる「民主主義の赤字」（democraticdeficit）への対応の一つとして、政策決定におけ

る民主的正統性を高めることが地域委員会設置の一番の根拠となっている16）。

欧州連邦主義、「補完性原則」の尊重、加盟国内の分権化、地域政策の重点化とそれに伴う下位国

家主体の関与を必要とする現実といった、1980年代以降急速に進んだ地域重視の流れが一つになる

かたちで、1992年のマーストリヒト条約において「地域委員会」は設置された。そして1994年3

月の設立会議で正式に発足し、その活動を開始した。

� 地域委員会の概要

a）地域委員会の構成

地域委員会の設置については、マーストリヒト条約198a条（アムステルダム条約263条）によっ

て、「地域及び地方の代表者（representationofregionalandlocalauthorities）からなる委員会

が、諮問機関として設立される」と規定されている。同委員会の構成員は、発足時の189人から

1995年には222人となり、2007年の拡大によって344人という大規模なものとなった17）。構成委
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員は、各構成国の提案に基づき閣僚理事会によって任命されるかたちをとり、4年の任期でつとめる。

更新は可能だが、アムステルダム条約において欧州議会議員との兼務は禁止された18）。

メンバーの構成は各国に任されていて、各加盟国の制度により州や県、市町村まで様々である。例

えば、連邦制国家であるオーストリアは、12人の代表のうち、9人は州（ラント）の代表であり、

のこりの3人が市町村の代表である。ブルガリアは12人の代表すべて地方自治体（市）の代表に割

り振られている。フランスは24人のうち地域（r�egion）代表が12人、県（d�epartement）が6人、

コミューンが6人という振り分けである19）。そして、各加盟国内の地域・地方レベルでの民主主義的

な手続きによって選出されたものから選ばれることを基本としている。

b）地域委員会の役割

地域委員会は、条約が規定する場合、及び閣僚理事会又は欧州委員会の一つが適当と判断する場合、

特に国境を超える協力に関する場合には、閣僚理事会又は欧州委員会と協議することとされている。

また地域委員会が、特に下位国家主体の利益に関係すると判断する場合には、自らの発意で「意見」

（opinion）を表明することも可能である。

具体的な活動領域としては、下位国家主体の利害に関わる問題という視点で条約によって予め規定

されている。いずれも政策の実施において下位国家主体が直接関与する度合いの大きい分野を中心に、

マーストリヒト条約においては5つの分野で、さらにアムステルダム条約によって5つの分野が追

加され、地域委員会の意見を求めることが義務付けられた。それらは、①経済的社会的結束（構造基

金を含む）、②欧州横断鉄道、コミュニケーション、エネルギー・インフラのネットワーク、③公衆

衛生、④教育、青少年、⑤文化、⑥雇用、⑦社会政策、⑧環境、⑨職業訓練、⑩輸送である。

これら10の領域に関わる政策については、下位国家主体の利益に大きく関わるものとして、欧州

委員会ならびに閣僚理事会は地域委員会に諮問しなければならないことになっている。

� 地域委員会の意義と課題

地域委員会は、諮問機関であることから、同委員会の出す意見に法的拘束力はない。しかしながら

マーストリヒト条約からアムステルダム条約への対象領域の拡大にみられるように、関与しうるテー

マは多岐にわたっている。実際、諮問機関という法的位置づけ以上に、現実の政策立案や実行にあたっ

ては対象となる地域・地方の声を聞くことなしには適切な決定ができない現状のなかで、サブナショ

ナルなレベルの意見をEUの政策決定に反映させるための中心的機関としての地位を固めてきたこと

は確かである20）。

地域委員会の設立とその活動について、もっとも重要な意義は、何よりも下位国家主体によるEU

への直接のチャンネルを切り開いたことにある。これによって、地域委員会による、あるいは地域委
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員会を介した下位国家主体の外交活動が活発化した。地域委員会の存在は、各下位国家主体にとって、

地域委員会を自らの利益獲得のための道具として対外的（即ち対EU諸機関及び対EU域外）な政治

力行使に利用することができると同時に、地域委員会自体が下位国家主体間のバイラテラルないしマ

ルチラテラルな外交の場を提供してもいるのである。

このように地域委員会の創設とその後の役割の強化を通じて、補完性原則をEUと加盟国との関係

のみならず、下位国家主体も含めた権限分割という文脈で理解する道が開かれた。下位国家主体の

EU統合プロセスへのチャンネルの確保は、地域的多様性の維持、発展にも繋がるという点において

意味深い。

重要な意義をもつ一方で、地域委員会にはどのような問題点や限界があるだろうか。先ず活動の実

効性についていえば、同委員会が欧州委員会や閣僚理事会に対して諮問的地位にあり、その意見に拘

束力がないため、地域委員会の出した意見がどの程度最終的に政策に対して影響力を及ぼしたのかを

認識されにくいことがある。この点については、同委員会が提出した「意見」についてどのような対

応がみられたかという検証を行い、活動の実効性の自己評価を行っている。一定の影響力がみとめら

れる一方で、より適切で効果的な意見を提出する必要性が指摘されている21）。

また、地域委員会のメンバーを構成する加盟国の下位国家主体の間の意識の差、つまり地域レベル

と地方レベルの代表の間、あるいは地域代表間、地方代表間でもその国内での権限の強弱によって、

利害の不一致や問題関心のズレが見られる。このため、政策の焦点を合わせるのが困難な場合があり、

地域委員会としての発言力に水を差すこともしばしばある22）。加えて、逆説的ではあるが、地域委員

会の創設や活動を牽引してきたともいえる強い地域の代表（ドイツの州、ベルギーの連邦構成主体な

ど）が、政策領域によっては国の代表として閣僚理事会へ独自の代表を派遣できるなど、政策決定に

関与する他のチャンネルを手にすることによって、地域委員会の活動に無関心になる場合があるとい

う現象も指摘されている23）。

３．EUにおける多層統治の進展

それでは地域委員会の役割の強化とその背景になるヨーロッパでの分権化の動きは、EUの統治シ

ステムにいかなる影響を与えたのだろうか。ここでは、いわゆる「多層統治」（Multilevel

Governance）といわれる状況について考察し、地域委員会をはじめとする下位国家主体への権限付

与の動きをEUの統治機構全体の中で位置づけることを試みる。

� EUにおける多層統治のしくみ

マーストリヒト条約第 4条（アムステルダム条約第 7条 2項）ではEU諸機関の間の関係につい

て、「閣僚理事会及び欧州委員会は、諮問機関としての経済社会委員会及び地域委員会により補佐さ
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れる」と規定している。地域委員会は、下位国家主体の利害に関わると思われる問題領域において政

策決定に関与することができ、次のようなプロセスを経る。まず欧州委員会は政策を提案し、欧州議

会への諮問、承認を得ながら、閣僚理事会によって議決、支持され、委任されるかたちで欧州委員会

が執行にあたる。その過程において、地域委員会はこの三機関からの諮問を受け（場合によっては自

発的に）、意見を述べることによって、政策の決定に影響力を行使する24）。実際には政策立案の事前

の段階で非公式に協議をもったり、アドバイスを求められることも多い。

こうしたEU内での下位国家主体の政治的プレゼンスの確保は、EUにおける「多層統治」の制度

化をもたらしたと捉えることができる25）。多層とはつまり、超国家レベルの意思決定機関である欧州

委員会、加盟国レベルの利害調整を図る閣僚理事会、そして下位国家主体レベルの利害を表明する地

域委員会である。多層統治においては、絶対的な権力の中心は存在せず、各レベル間の協力が様々な

形・組み合わせで行われ、各レベル間は強い相互依存関係にはあるがハイラーキーな関係にはない26）。

EUにおける多層統治の顕在化は、補完性原則による各レベル間の権限分割、あるいは地域政策に見

られるパートナーシップ原則に基づく各レベル間の政策協調の進展が、これを裏付けている。こうし

て、分野によっては下位国家主体を無視した政策の遂行は次第に困難になってきているのであり、地

域委員会の存在に基づくEUの多層統治は現実の政策運営の実態として捉えられるものとなっている。

少なくともEUの関わる政策領域の一定部分において、多層統治モデルが機能しているといえるし、

その範囲はさらに拡大しているといえる。

� EUにおける多層統治の実態

このような機関間の制度的関わりとしての多層統治のイメージは実態としてはどのようなかたちで

機能しているのであろうか。筆者が地域委員会およびベルギーのフランデレン政府に対して行った聞

き取り調査では、より柔軟で緊密な協議というイメージでこれを捉えることができる。

例えば、「しばしば使われる多層統治という概念でイメージされるより、もっと複雑で密接な協力

関係として捉えた方が適切だと思う。EU、加盟国、下位国家主体という3つの層がそれぞれ個別に

あって、それらが連携して統治に関わるというよりも、ある政策領域の協議という場においてそれぞ

れが混然一体となって自然なかたちで関与している。連邦制国家の場合などは時として、各レベルの

代表が実質的には同じ人物であったりすることもある。地域委員会が諮問機関にすぎないとしても、

実際には同じようなメンバーが政策の立案や実施の権限をもつケースも珍しくない」27）という。

確かにブリュッセルにあるEU関係機関の距離は物理的にも非常に近く、関係機関の協議といって

も実際には隣の建物への移動やフロアを上下するだけで、それが可能となるような状況である。多層

統治というタイトなイメージとは少し異なった、より気軽で緊密な連携が可能になる現実が在るよう

に思える。
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また、地域委員会以外にも欧州地域会議やREGLEG（Regionswithlegislativepower）とよば

れる立法権を持つ地域間ネットワークなどの組織も、地域委員会との連携というかたちやロビー活動

などによる影響力を行使して、EUの政策決定における下位国家主体の関与を強める役割を果たして

いる。とりわけREGLEGは、立法権をもつ下位国家主体の集まりであり、現在8カ国から73の主

体が参加している28）。ヨーロッパにおいても加盟国内で特に強い権限を有する主体が構成員というこ

ともあって、下位国家主体政府間のネットワークではあるが、サブナショナルなレベルの関与につい

て一定の影響力があるといえる。

一方で、先述のように地域委員会を構成する下位国家主体のレベルも加盟国内の力も様々であり、

連邦制国家のように加盟国内でもかなりの権限を有する主体から、単なる市町村というところまで幅

広いことから、当然多層統治の状況や下位国家主体の影響力の強さも著しく差があることもまた確か

である。

� 「地域のヨーロッパ」と多層統治の課題

1999年3月に地域委員会が提出した「補完性原則に関する意見 補完性原則の真の育成に向け

てのアピール」においては、ヨーロッパ・アイデンティティの特徴である多様性を保持するものとし

ての補完性原則の重要性を主張し、これを権力の「調整原理」として位置付け、EU、加盟国、下位

国家主体のレベルで適切に援用することを求めている29）。

欧州委員会は、長期的戦略の中で地域委員会に特に大きな価値を認め、「補完性原則の番人」と位

置づけてその存在意義を様々な場で強調してきた。これは、欧州市民がEUの政策に対し、一層の民

主的性格、透明性、下位国家主体の利害の尊重を求めており、そのために諮問機関としての地域委員

会の機能・権能の強化が欠かせないと考えているからである30）。

「地域委員会」の創設と重視は補完性原則の尊重によるものであるが、そこで目指されているのは、

より市民に近いレベルの声を反映することであり、下位国家主体の権限付与で重要なのは、多層統治

によっていかに市民に近い民主主義的な統治が可能になるかということであった。「地域からなるヨー

ロッパ」は、EU統合が深化するなかで、超国家レベルでの政策領域が増し、市民から遠く離れたと

ころで政策決定が行われているという不安や不満を払拭し、より民主主義的で市民生活に密着した統

治を支えるかたちになるよう目指されたのであった。この点において「地域からなるヨーロッパ」と

それに基づく多層統治が、より民主主義的なEUと結びつけることができるかが課題である31）。

おわりに

1997年に当時のサンテール欧州委員長は、「欧州建設における『地域』の役割」と題した演説の

中で、EU統合において下位国家主体は、加盟国における地方分権化の進展とEU統合の深化という
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欧州の二つの目標を結び付ける役割を担う、極めて重要な存在であると主張した32）。地域を関わらせ

るかたちでの権限委譲、いわゆる多層統治は一層進んでいる。加盟国における分権化の進展は、加盟

国それぞれの決定によるものだが、その背景には地域委員会の創設を含むEU内での補完性原則の尊

重や地域委員会への代表を送るという観点からの分権化という影響が大きい。

補完性原則に基づく「ヨーロッパの地域化」の流れと、その過程で進んだ「地域のヨーロッパ化」

という二つの流れが呼応して、相乗効果を発揮しながらヨーロッパの多層統治を進めてきたこと、そ

してその中心として地域委員会が重要な役割を果たしてきたことが確認できた。今日では、EUとし

ての政策執行の60％以上が、下位国家主体レベルで行われているのが現実である33）。地域委員会は

諮問機関としてではあるが、政策決定においても具体的で現場に近い声を反映させる努力を重ねてき

た。地域委員会の設立によって進んだ各加盟国における下位国家主体の権限強化によって、そして

15年の活動を通して、下位国家主体がEUの政策決定に関与するチャンネルとして重要な役割を果

たすようになっているのである。

さらにはリスボン条約において、地域委員会の担う役割はさらに重要になることが見込まれている。

同委員会への諮問を義務づける領域が拡大されるのに加え、「補完性原則の番人」として、それが厳

密に適用されているかのモニタリングを担うことになっている34）。一方で最近のユーロバロメーター

による調査では、市民のEUへの関心の低さが顕著であり、欧州議会選挙にもその傾向は強く表れて

いる35）。

もともとより市民に近い民主主義的な統治を目指した「地域からなるヨーロッパ」が、現実にはあ

る程度進展している一方で、本来の目的が達成されているかについては別の検証が必要となる。一般

の欧州市民の間で広がる欧州議会選挙への無関心やEUの政策決定過程における疎外感にどのように

して歯止めをかけるか、「地域委員会」や下位国家主体の権限強化によって進む多層統治というかた

ちが、いかにこの役割を果たせるかが今後の重要な課題となる36）。「地域のヨーロッパ」の目指すと

ころは「市民のヨーロッパ」であり、ヨーロッパの地域化がある程度進んだ今日だからこそ、それが

もっとも市民に近いレベルとしての役割を果たしているかについて立ち返る必要があるだろう。

（追記）本研究の一部は、京都産業大学総合研究支援制度（2009年度）によるものである。
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注

1）下位国家主体（subnationalactor）とは、主に権限の及ぶ領域が加盟国より小さい行政単位を指して

いる。分権化主体（decentralizedauthority）、連邦構成主体（federalentity）などもこれにあたり、

加盟国によって地域、州、共同体、市町村などが当てはまる。「下位」ということは、必ずしも権限に

おいて中央政府と比して劣位にあるということを意味するものではなく、連邦制国家においては専管領
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域においては最終決定権をもつ事例もある。

2）例えば高橋和「下位地域協力と地域政策」大島美穂編『EUスタディーズ3 国家・地域・民族』勁草

書房、2007年；宮島喬・若松邦宏・小森宏美編『地域のヨーロッパ』人文書院、2007年.

3）J.W.Scotted.,EUEnlargement,RegionBuildingandShiftingBordersofInclusionandExclusion,

Ashgate,2006.

4）「補完性原則」が公式文書において概念として初めてみられたのは1975年提出の「欧州連合に関する

報告」（ティンデマンス報告）である。その後1987年の「単一欧州議定書」において援用され、徐々

に注目される。ECからEUへの再編議論の中で出された1990年の「ベルギー・メモランダム」にお

いて、基本条約における補完性原則の明文化が求められた。

5）TreatyonEuropeanUnion,article3b.

6）ドイツとオランダの国境地域のオイレギオ（EUREGIO）、ピレネー山脈周辺の地域間協力、南チロル

のユーロリージョンなどもこの文脈で捉えることができる。

7）LaCharteeurop�eennedel・autonomielocale,article4�3.

8）数値は結束基金も含んでいる。予算規模は関連施策をどの範囲まで地域政策として捉えるかによって変

化するが、その後もほぼ同水準で推移している。例えば2005年では地域政策はEU予算の36.4％、

共通農業政策（CAP）は42.6％となる。

9）「補完性原則」に基づき、地域政策の計画や実行において、当該加盟国および地域・地方レベルの機関

が共通の目的のためのパートナーとして密接に協議することとされ、1988年の改革において明文化さ

れた。

10）AlainDelcampetJohnLoughlin（sousladirectionde）,Lad�ecentralizationdanslesEtatsde

l・Unioneurop�eenne,LadocumentationFran�aise,2002.

11）閣僚理事会におけるベルギーの代表問題については、正躰朝香「EU統合の深化とベルギーの連邦化改

革 EUにおける連邦構成体の権限拡大を中心に 」日本EU学会編『日本EU学会年報』第18

号、1998年、138頁～157頁.

12）ベルギー・フランデレン政府 EU常駐代表部（AlgemeenVertegenwoordigervandeVlaamse

RegeringbijdeEU）への聞き取り（2009年9月2日）に基づく。この変化は、連邦制国家における

連邦構成主体と中央政府の関係を考察する上では非常に重要な問題であるが、本論ではEUとしての下

位国家主体への権限付与について焦点を絞る。

13）地域委員会の創設過程や当初の制度については、正躰朝香・坂井一成「地域からなるヨーロッパ？

EU地域委員会の創設とその役割」『海外事情』48巻第10号、2000年において詳しく分析している。

地域委員会全般については、以下のものが参考になる。Bourrinet,Jacques,（�ed.）,LeComit�edes

r�egionsdel・Unioneurop�eenne,Paris:Economica,1997;F�eral,Pierre-Alexis,LeComit�edesr�egionsde

l・Unioneurop�eenne,Paris:PUF,1998;Loughlin,John,・RepresentingRegionsinEurope:The

CommitteeoftheRegions・,inJeffery,Charlie,（ed.）,TheRegionalDimensionoftheEuropean

Union:TowardsaThirdLevelinEurope?London:FrankCass,1997;Warleigh,Alex,The

CommitteeoftheRegions:InstitutionalisingMulti-LevelGovernance?London:KoganPage,1999.

14）・LaCommissionrenforceledialogueaveclescommunesetlesr�egions・,IP/88/468,20juillet

1988.
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15）Loughlin,op.cit.,pp.149�150.

16）Warleigh,Alex,op.cit,p.7.

17）フランス、ドイツ、イタリア、英国が24人、ポーランド、スペインが21人、オーストリア、ベルギー、
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